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2023年 4月 1日 

吸収合併に係る事後開示書類 

（会社法第 801条第 1項及び会社法施行規則第 200条に基づく開示事項） 
 

 東京都中央区築地五丁目 6番 4号 

 株式会社三井 E&S 

 代表取締役社長 高橋 岳之 

 

株式会社三井 E&S（以下「甲」といいます。なお、甲は、その商号を本日付で「株式会

社三井 E&Sホールディングス」から「株式会社三井 E&S」に変更しております。）及び株

式会社三井 E&Sマシナリー（以下「乙」といいます。）は、2022年 3月 31日付で吸収合

併契約書を締結し、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社、効力発生日を 2023

年 4月 1日とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行いました。 

本合併に関する会社法第 801条第 1項及び会社法施行規則第 200条に基づく開示事項

は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200条第 1号） 

 

2023年 4月 1日 

 

2. 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第 200条第 2号） 

 

(1) 会社法第 784条の 2の規定による請求に係る手続の経過 

 

会社法第 784条の 2の規定に従って、請求を行った株主はいませんでした。 

 

(2) 会社法第 785条及び第 787条の規定並びに第 789条の規定による手続の経過 

 

i 反対株主の株式買取請求（会社法第 785条） 

 

乙の株主は甲のみであり、甲は乙の特別支配株主に該当することから、会社法

第 785条第 3項の規定による手続は行っておりません。 

 

ii 新株予約権買取請求（会社法第 787条） 

 

乙は、新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 

 

iii 債権者の異議（会社法第 789条） 

 

乙は、会社法第 789条第 2項及び第 3項の規定に基づき、2022年 2月 20日付

の官報及び電子公告にて、吸収合併をする旨、甲の商号及び住所、甲及び乙の

計算書類に関する事項、並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることがで

きる旨を、公告いたしましたが、所定の期間内に、同条第 1項の規定による異

議を述べた債権者はいませんでした。 
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3. 吸収合併存続会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第 200条第 3号） 

 

(1) 会社法第 796条の 2の規定による請求に係る手続の経過 

 

本合併は、会社法第 796 条第 2 項に規定する場合（簡易吸収合併）に該当するた

め、該当事項はありません。 

 

(2) 会社法第 797条及び第 799条の規定による手続の経過 

 

i 反対株主の株式買取請求（会社法第 797条） 

 

本合併は、会社法第 796条第 2項に定める簡易合併の要件を満たすことから、

甲に対して株式の買取請求を行うことのできる株主はいませんでした。 

 

ii 債権者の異議（会社法第 799条） 

 

甲は、会社法第 799条第 2項及び第 3項の規定に基づき、2023年 2月 20日付

の官報及び電子公告にて、吸収合併をする旨、乙の商号及び住所、甲及び乙の

計算書類に関する事項、並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることがで

きる旨を、公告いたしましたが、所定の期間内に、同条第 1項の規定による異

議を述べた債権者はいませんでした。 

 

4. 吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項（会社法施行規則第 200条第 4号） 

 

甲は、本合併の効力発生日である 2023年 4月 1日をもって、乙からその資産、負債

その他の権利義務の一切を承継いたしました。 

 

5. 会社法第 782条第 1項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記

録に記載又は記録がされた事項（吸収合併契約の内容を除く。）（会社法施行規則第

200条第 5号） 

 

別紙に記載のとおりです。 

 

6. 会社法第 921条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200条第 6号） 

 

本合併の効力発生日である 2023年 4月 1日から 2週間以内に行う予定です。 

 

7. 上記に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200条第

7号） 

 

乙は、会社法第 784 条第 1 項本文の規定に基づき、本合併に係る吸収合併契約につ

いて同法第 783 条第 1 項に定める株主総会の決議による承認を得ずに本合併を行いま

した。 

また、甲は、会社法第 796条第 2項本文の規定に基づき、本合併に係る吸収合併契約

について同法第 795 条第 1 項に定める株主総会の決議による承認を得ずに本合併を行
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いました。なお、同法第 796 条第 3 項の規定に基づき本合併に反対する旨を通知した

甲の株主（当該株主総会で議決権を行使することができる株主に限ります。）はいませ

んでした。 

 

以 上 
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2023年 2月 20日 

 

吸収合併に係る事前開示書類 
（吸収合併存続会社：会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 191条に基づく開示事項 

  吸収合併消滅会社：会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 182条に基づく開示事項） 

 

 東京都中央区築地五丁目 6番 4号 

 株式会社三井 E&Sホールディングス 

 代表取締役社長 高橋 岳之 

 

 東京都中央区築地五丁目 6番 4号 

 株式会社三井 E&Sマシナリー 

 代表取締役社長 田中 一郎 

 

株式会社三井 E&Sホールディングス（以下「甲」といいます。）及び株式会社三井 E&S

マシナリー（以下「乙」といいます。）は、2022年 3月 31日付で吸収合併契約書を締結

し、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社、効力発生日を 2023年 4月 1日とす

る吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことにいたしました。 

本合併に関する会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 182条並びに会社法第 794

条第 1項及び会社法施行規則第 191条に基づく開示事項は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

 

別紙 1に記載のとおりです。 

 

2. 合併対価についての定めの相当性に関する事項 

 

本合併に際しては、株式その他の金銭等の交付を行いません。乙は、甲の完全子会社

であり、甲がその発行済株式の全てを保有していることから、かかる取扱いは相当と考

えております。 

なお、甲及び乙は、会社計算規則第 2条第 3項第 36号に規定する共通支配下関係に

ありますが、乙の株主は甲のみであり、乙に少数株主は存在しないため、乙の少数株主

の利益を害さないように留意した事項はありません。 

 

3. 合併対価について参考となるべき事項 

 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

5. 吸収合併存続会社についての次に掲げる事項 

(1) 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 2に記載のとおりです。 
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(2) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

甲は、2022年 4月 1日付で、当時甲の連結子会社であった株式会社MESファシリ

ティーズ（以下「MESF」といいます。）に対して、甲が有していた自動車教習所運営

事業に関する権利義務を会社分割（吸収分割）の方法で承継させた上で、甲が保有す

る MESF の全株式について、日本ハウズイング株式会社に譲渡しました。詳細につ

いては、甲が 2021年 12月 23日に公表した「子会社株式の譲渡及び会社分割（簡易

吸収分割）に関するお知らせ」をご参照ください。 

甲は、2021年 10月 1日付で、当時甲の連結子会社であった三井 E&S造船株式会

社（以下「MES-S」）といいます。）の株式の 49%を常石造船株式会社（以下「常石造

船」といいます。）に譲渡しましたが、両社の協業による相乗効果をさらに創出する

ため、甲が保有する MES-S株式のうち 17%を、2022年 10月 3日付で常石造船に譲

渡しました。詳細については、甲が 2022年 5月 27日に公表した「連結子会社の異動

を伴う株式の一部譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。 

甲は、2022年 6月 30日付で、第三者割当ての方法により、SMBCCP投資事業有限

責任組合１号に対し、発行価額を 1 株 500 円として、A 種優先株式 18,000,000 株を

発行しました。詳細については、甲が 2022年 6月 30日に公表した「第三者割当によ

る種類株式の払込完了及び発行、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに剰余金の

処分の効力発生に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

6. 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項 

 

(1) 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 3に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

7. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関

する事項 

 

本合併の効力発生後における甲の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれてお

ります。また、本合併の効力発生日以後において、甲が負担すべき債務の履行に支障を

及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 
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以上より、本合併の効力発生日以後における甲の債務について、履行の見込みがある

ものと判断しております。 

 

以 上 

  



別紙1
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別紙2

mes11170
長方形

mes11170
長方形

mes11170
長方形














































	吸収合併に係る事後開示書類
	【MES】吸収合併(MESM)_04事前開示書類(連名)_MHM230214
	別紙1_HD・MES-M・MES-B吸収合併契約書（押印）_20220331
	別紙2_MESHD事業報告2021年度
	M別紙3A_M取締役会_議案1_添付資料1_第5期事業報告、事業報告の附属明細書
	事業報告（表紙）
	会社の状況

	M別紙3b_M取締役会_議案1_添付資料2_第5期計算書類、計算書類の附属明細書
	計算書類（表紙）
	ＢＳ（百万円）
	ＰＬ（百万円）
	株主資本等変動計算書（百万円）
	注記表
	附属明細P1
	附属明細P2

	M別紙3C_M取締役会_議案1_添付資料3_監査役の監査報告書（写）




